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◆新しい「経営力向上計画」の認定申請様式が公表され、
新たな認定制度が3月15日より開始されている。平成29
年度税制改正を踏まえ、4月の早い段階で対象設備の取得
等を考えている中小企業であれば3月中の計画申請等もで
きる。◆記載事項は追加されているものの、これまでと

同様2枚の簡単な申請書のまま。従来と同じ申請のイメージといえ
る。平成29年2月末時点で認定を受けた計画は16,146件。今後も
さらに増えそうだ。◆ただ1つ残念なのは医療保険業者が取得等す
る器具備品及び建物附属設備が対象から除かれた点。期待が高かっ
ただけに残念といえよう。	 （MIN）
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今 週 の 専 門 用 語

中小会計要領

新株発行無効の訴え
　新株発行後にその効力を否定するためには、新株発行無効の訴えを提起することが
必要とされている（会社法828①二）。訴訟を提起できる者は株主・取締役・監査
役等に限定されており、その訴えは株式発行の効力発生日から6か月以内（非公開
会社の場合は1年以内）に提起する必要がある（被告は会社）。新株発行の無効判決
は、第三者にもその効力が及ぶ。判決確定後に会社は、株主に対して払い込みを受け
た金銭を支払わなければならない（株券発行会社の場合は株券の返還を請求できる）。

株主総会の開催時期
　会社法上、株主が議決権の行使期限は「基準日から3か月以内」とされるが、株主
総会は「事業年度終了後の一定の時期」に開催すればよいため、（定款を変更して）
基準日を1か月後倒しすれば7月開催も可能だ。ただ、会社は基準日に株主を確定
する必要があり、ここで確定した株主名簿を有報や事業報告の「大株主の状況」に流
用しているため（大株主の状況の記載時点も決算日とされる）、基準日を後倒しすれ
ば、会社は決算日と基準日の2回、株主を確定しなければならないという問題がある。

　正式名称を「中小企業の会計に関する基本要領」という。中小企業庁に設置された
「中小企業の会計に関する検討会」が平成24年2月に策定。企業会計基準委員会等
が策定する「中小企業の会計に関する指針」とは異なり、中小企業の実務における会
計慣行を考慮し、会計と税制の調和を図った上で会社計算規則に準拠したものとなっ
ている。対象は金融商品取引法適用対象会社及び会社法上の会計監査人設置会社以外
の会社。適用会社に対しては信用保証料率の割引制度がある。
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